
 

学 の に た に 

 「 和 」と くと、 あまりよくわ らない 自分の にはない と感じる人が いのでは

ないでし う 。また、学校現場でも、 知ってはいるけれど、どう教えたらいいの わ らない という

を くことがあります。 

 資料 らもわ るように、 や が、なくなっていない現実があります。また、 年では、 に

した ー トへの き み等 たな も こっています。 和 は、いま に解 できていな

い としてとらえるとともに、 たち一人ひとりの として正しく理解し、考え、解 していくことが

大切です。 

資料 和 についての意識  

（平成 2 年神 実 「 ー 」） 

和 （部 ）とは

  本の の中で、人為的に形づくられてきた 分制度により、一部の人々が され基本的人権を

われ、 や職 、結 等を制 されるようになりました。 定の （「 和 」または「 部

」とも う） 者であることやそこに んでいることを理由に される人権 です。 

の 的 と現在に るまで

  に、 された人々が集まって んでいた はあったと われています。その ら

に けては、 的につくられたというよりも、その の人々の自然 への れや に わる

「けがれ 」などが、 定の 、 力を持った人や集 に する れや を生じさせていったと わ

れます。 えば、 や 水といったような自然現 や人や動 の生 など、理解しがたい を「けが

れ」として に れていました。そして、「けがれ」の を「きよめ」と い、けがれを めるこ

と ら大切にされてきました。そのこ 、大きな の にすむ人々が現れ、 りや き、 や

などの や神 、 の解体や 体の 理等、 に関わることを生 としていました。これらの

人々は「 者」と ばれ、人知の及ばない 力や 力をもった存在とされてきましたが、 が下がる

につれ される に わっていきました。 

になり 々に、 は、 や 、 人とは の 分を制度化し、 中 厳

しい め けを 化する中、次第に も厳しくなっていきました。その中でも、 分の人々は、

、 の 加 、 や づくり、 や の 備、 や 社の など、優れた を持ち、文

化を し社会を支えてきました。 

  明 になると解 令によって、 分制度は 止となり、制度上はみな平 となりました。し し、

人々の 意識はなくなら 、さらに、職 も自由に べるようになったことで、 分に って認められ

ていた 加 等の権利がなくなり、 分 った人々への社会的・経 的 は厳しい状況が い

34



 

ていました。こうした状況の中で、 らの解 を求める 動が各 で まりました。 

 大正 になると、 和 ・ 部 の人々が自らの で全 水平社を 設し、「人の に あれ、

人間に あれ」という で結ばれた「水平社 」が されました。この は、 本の 上、

者自 ら発せられた めての人権 として、大きな意義をもっています。（令和 年は、水平社 立

00 年の年に たります。）このような解 動は各 に がっていきました。 

そして、 和に ると、基本的人権の尊重がうたわれる 本 法が制定されますが、生まれや を

重く る により、 生活や 職、結 などで は きました。そこで、 も の解 をめざし、

和 0年に「 和 に関する社会的及び経 的 を解 するための基本的方 」についての が

され、 和 は、 法に保 され基本的人権に わる であり、その な解 は、 の

であり、 に 的 である としました。それを受け 和 年に「 和 法」が制

定され、それ ら33年にわたって 行され、生活環境の 等では、一定の成 を上 ることができまし

た。 

 し し、 でも、 和 の解 を るような 態が きています。 職 に本人の 力や 性と

関係のない本 や の職 を されたり、 ー トの 示 に、 つての 和 ・ 部

の が されたりしています。また、結 等にあたっても 等 様のことが 受けられます。

このように、 意識は、解 された状況にあるとはいえません。 

 平成 2 年には、「部 解 推進法」が 行されました。この法 では、現在もなお部 が存在

するとともに、 化の進展に って部 に関する状況の 化が生じていることを まえ、部

は されないものであるとの認識が示されています。 

３ 和 を学習の中でどう取り上 る

和 を解 していくためには、い に たち自 が考えて、行動していく が大切です。学習の中

で取り上 るときには、人権 の一つとして、「 はいけない」と教える で わらせるのではな

く、 にある様々な人権に わる とも関 けながら、「な 、 することを めな ったの

」という で、自分と重ねて考えていくことが重要です。 

ここでは として、 学校 年生社会科の 学習の中での づけを示しました。 としての資 ・

力を育成する社会科の学習は、学習そのものが人権につながっています。教 の 備として、教科

や補助資料をよく ん り、学年やまわりの教職員と し合ったりすることはもち んですが、年間計

画の中で計画的に取り上 、他教科や行 などとの関 を りながら、 を ることが大切になってき

ます。 

  

年生の 学習で 和 に わる内容の  

  

 

 「 文化」 されていた人々が生み した文化が、

の 本文化につながることを考える。 

・ （ 、 ） 

・ （ 、 ）等 

 

 「 令」 分 が進み、 と合わせて、 分の

が進ん ことに気づく。 

資料や 

関 等  

・ と 

 

学習の ー 者の考え方や生き方に れ、自分と重ねて考える 

学
年
・
学
級
目
標
と
の
関

他
教
科
や
行

と
の
関

他
の
人
権

と
の
関

「人権学習ワークシート集  人権教育実践 ・指導の き（ 校  第 集） 」神
教育 員会（平成 2 年 2 月）の「  和 について考える」（ ）の中に、 

部 の 学習における 成 等を 示してあるので参考にしてく さい。 
なお、これ らの知識の整理は、あくまでも人権を尊重する態度を養うために必要で

あるということを理解してく さい。 
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 和 を考え、解 していくことは、自分の中にある や と向き合うこと ら まります。 

 は、 される に があるのではなく、 する に があることを理解することが大 です。

また、 には合理的な はありません。 する人間がいる ら は きるという に立ち、

和 ら えてくる様々な や に して教職員自ら考え、解 に向けて取り組む必要があります。 

参考資料など  

「 和 の正しい理解のために」人権がすべての人に保 される 社会の実現をめざして 

神 ・神 教育 員会（平成2 年3月） 

 「人権学習ワークシート集  人権教育実践 ・指導の き（ 校  第 集） 」  

神 教育 員会（平成2 年2月） 

「人権学習ワークシート集  人権教育実践 ・指導の き（ 校  第 集） 」  

神 教育 員会（平成2 年2月） 

 

 「 分制」人 の 合 の、 や 人とは に、 分

上厳しく をされてきた人々は、 や む場 を制 さ

れ、 や の りへの参加を まれるなど厳しい をうけ

てきた。し し、厳しい をうけながらも、 れた土 を

開 し年 を めたり、す れた で人々の生活に必要な

具を作成したり、 で人々を しませたり、 人のもと

で 維持など社会を支えていたことを知る。 

 「解体 」 が人体解 を 学した際に、解 をし

ていたのは されていた人々であること ら 学の発展に

も したことを知る。 

 「 染一 」 段 を された人々が 願 を し、

を させたことを べ、 に して った人々の

いと一 が 加していく を共に考える。 

明  

 「解 令」解 令が されても、 がなくならな ったこ

とを知り、 が人々の心に く っていることについて

考える。 

大正  

 「水平社 」すべての人の尊厳を ることで、 をなく

していこうと、自ら立ち上がった人々の いや願いを水平社

ら考える。  

・人 の 合

 

・人体解 の 学

の  

・ 学  

・ 段  

・ 令 

・ 願  

・解 令 

・  

・ 中正 と足

 

・水平社  

・

学
年
・
学
級
目
標
と
の
関

ち
が
い
を
認
め
合
お
う

相

の
立
場
に
立

て
考
え
よ
う

な
ど

他
教
科
や
行

と
の
関

・

・

活

・

合
的
な
学
習
の

間

・
学
習
発

会

な
ど

他
の
人
権

と
の
関

・
い
じ
め

・

人
の
人
権

・

が
い
者
の
人
権

・

の
人
権
・

と
人
権

な
ど

法学習との関  

「義 教育 化 動」教科 化 動を知

り、義 と権利について、自分の 生活と

本 法の わりについて考える。 

これ らの自分の生き方について考える 

学年 ら、様々な人権 （いじめの 、 人に わる 、 がい者 等）や

様性について学んでおく 
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資料 

和 の正しい理解

教育 員会が 和 3年に通知した「神 和教育基本方針」は、平成2 年３月に 定された

「 ながわ人権 推進指針」に取り まれて整理されました。 

の動きとして、平成2 年 2月 に「部 の解 の推進に関する法 」が成立し、 月  

行（参考資料 ）されました。立法に 立ち、 法 員会における （平成2 年  

月 ）及び参 法 員会における （平成2 年 2月 ）（参考資料 ）がなされてい

ます。 

この法 は、全ての に基本的人権の共 を保 する 本 法の理念にのっとり、部 は

されないものであるとの認識の下にこれを解 することが重要な である に み、部 の解

に関し、基本理念を定め、 びに 及び 方 共 体の を明ら にするとともに、相 体制の 実、

教育及び 発等について定めることにより、部 の解 を推進し、部 のない社会を実現する

ことを目的とするものであります。 和教育の を実践する に、次の を することをお め

します。 

なお、これらの は、 立学校及び 教育 員会に しています。 

・「これでわ った 部 の  の ク 」 上   解 社（平成  年） 

・「 部 第 第 」 大 人権 （ ） 解 社（平成 20 年） 

・「神 の部 」  

「神 の部 」 集 員会（ 集   ） ・  社（平成 年） 

・部 ク ト 「部 の に学 」 神 部 会（平成2 年 0月） 

・部 ク ト 「 神 の を い直す」 神 部 会（平成2 年 月） 

参考文 など  

「人権教育 ク」神 教育 員会（令和４年４月） 

参考資料

部 の解 の推進に関する法

平成2 年 2月 行 

（目的） 

第  この法 は、現在もなお部 が存在するとともに、 化の進展に って部 に関する

状況の 化が生じていることを まえ、全ての に基本的人権の を保 する 本 法の理念に

のっとり、部 は されないものであるとの認識の下にこれを解 することが重要な であるこ

とに み、部 の解 に関し、基本理念を定め、 びに 及び 方 共 体の を明ら にする

とともに、相 体制の 実等について定めることにより、部 の解 を推進し、もって部 の

ない社会を実現することを目的とする。 

（基本理念） 

第  部 の解 に関する は、全ての が等しく基本的人権を する けがえのない 人

として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部 を解 する必要性に する 一人一人の

理解を深めるよう めることにより、部 のない社会を実現することを として、行われなければ

ならない。 
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（ 及び 方 共 体の ） 

第３  は、 の基本理念にのっとり、部 の解 に関する を るとともに、 方 共

体が る部 の解 に関する を推進するために必要な の 、指導及び助 を行う

を する。 

 方 共 体は、 の基本理念にのっとり、部 の解 に関し、 との 切な 分 を ま

えて、 及び他の 方 共 体との を りつつ、その の実 に応じた を るよう める

ものとする。 

（相 体制の 実） 

第４  は、部 に関する相 に的確に応 るための体制の 実を るものとする。 

 方 共 体は、 との 切な 分 を まえて、その の実 に応じ、部 に関する相

に的確に応 るための体制の 実を るよう めるものとする。 

（教育及び 発） 

第  は、部 を解 するため、必要な教育及び 発を行うものとする。 

 方 共 体は、 との 切な 分 を まえて、その の実 に応じ、部 を解 するた

め、必要な教育及び 発を行うよう めるものとする。 

（部 の実態に係る ） 

第  は、部 の解 に関する の実 に資するため、 方 共 体の 力を て、部

の実態に係る を行うものとする。 

   

この法 は、 の ら 行する。 

参考資料

法 員会における

平成2 年 月  

  

は、本法に基づく部 の解 に関する について、 間の理解の や 社会の実 を

く まえたものとなるよう 意するとともに、本法の目的である部 の解 の推進による部 の

ない社会の実現に向けて、 正 つ な に めること。  

参 法 員会における

平成2 年 2月  

及び 方 共 体は、本法に基づく部 の解 に関する を実 するに たり、 社会の実

を まえつつ、次の について 段の をすべきである。  

 部 のない社会の実現に向けては、部 を解 する必要性に する の理解を深めるよう

めることはもとより、 の 間 動 体の行き た 動等、部 の解 を していた要

を まえ、これに する を ることも併せて、 合的に を実 すること。  

 教育及び 発を実 するに たっては、 教育及び 発により たな を生むことがないように

意しつつ、それが に部 の解 に資するものとなるよう、その内容、 法等に すること。  

３ は、部 の解 に関する の実 に資するための部 の実態に係る を実 するに

たっては、 により たな を生むことがないように 意しつつ、それが に部 の解

に資するものとなるよう、その内容、 法等について 重に すること。
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